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Ⅰ 公募について                                  

 

1 公募の趣旨 

東京都（以下「都」という。）では、現在、地域の高齢者が安心して暮らせるように、多様な

地域生活基盤の整備の推進を図っています。しかし、都市部では地価水準が高く、用地確保が困

難であることなどから、十分な整備が進んでいません。 

こうした状況を踏まえ、東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）においては、都及び足

立区（以下「区」という。）と連携のもと、公社用地を社会福祉法人等の民間事業者（以下「事

業者」という。）に、都の「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業」に準じた低廉な価

格で貸し付けることにより、地域の福祉インフラ整備を推進しています。 

本要項は、公社興野町住宅の建替えにより創出した用地（以下「貸付地」という）を借り受

け、認知症対応型共同生活介護等の高齢者施設を、自ら整備・運営する事業者を公募し、質の高

い福祉サービスを継続的に提供する事業者を企画提案方式により選定することを目的とします。 

 

2 公募事業の概要 

（１）貸付地 

①住所：東京都足立区西新井本町四丁目61番30他（地名地番） 

②面積：1971.36㎡ 

 

（２）整備する施設 

施設種別 事業内容 施設定員、規模等 

必須事業 

認知症対応型共同生活介護 3ユニット、定員27名 

小規模多機能型居宅介護 ― 

（または看護小規模多機能型居宅介護） ― 

提案事業 

（任意） 

併設施設等 ― 

ｺﾐｭﾆﾃｨ又は生活支援ｻｰﾋﾞｽ等の提供 ― 

※詳細は５ページ「Ⅲ  １ 整備施設、事業内容等」をご確認ください。 

 

（３）貸付条件等 

①契約形態：定期借地権設定契約 

②貸付期間：５０年 

③貸付料： 月額約４３万円（５０％減額後）予定 

④借受者の決定方法：区及び公社の審査を経て、公社にて決定いたします。 

 

 



- 2 - 

Ⅱ 貸付地及び貸付条件について                            

1 貸付地 （18ページ【資料２】現地案内図を参照） 

貸付地は公社興野町住宅敷地にあり、現在、更地となっています。 

（1）所在地 

  《地  番》 東京都足立区西新井本町四丁目61番30他 

（２）交通 

 日暮里・舎人ライナー「江北」駅徒歩1４分 

（３）周辺環境 

貸付地は区の南西部に位置しています。また、貸付地の周辺には、戸建住宅、区立公園、保

育園が近接しています。なお、周辺道路の一部は小学校等への通学路となっています。 

（４）敷地面積 

1971.36㎡（うち都市計画道路予定地428.01㎡） 

※現地案内図（18ページ）、地積測量図（20,21ページ）、敷地概要図（22ページ）参照 

※都市計画道路予定地の面積については、変更となる可能性があります。 

（５）建築上の法規制等 

① 当該地域・地区等  

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

防火地域 準防火地域、新たな防火規制区域（東京都安全条例第７条の３） 

建ぺい率 40％    （地区計画） 

容積率 150％    （地区計画） 

日影規制 3H-2H 測定水平面4ｍ 

高度地区 第二種高度地区 

② 地区計画 

公社興野町住宅には、興野周辺地区地区計画が定められています。また、貸付地は土地利

用の方針として「公共公益施設地区」として位置づけられており、「地域に必要となる公共

公益施設の整備を図ること」とされています。 

また、地区整備計画として、貸付地の北側道路（都市計画道路補助第１３８号線）には、

壁面の位置制限が設定されています。これらに基づく施設設計及び整備、維持管理等は借受

者の責任と負担において実施する必要があります。 

（６）周辺道路状況 

① 都市計画道路補助第１３８号線 

貸付地の一部が、都市計画道路補助第１３８号線（以下「補助第１３８号線」という）の

計画線内に含まれます（令和７年度事業化、令和８年度～用地買収開始を予定）。そのため、

道路予定地内（西新井本町四丁目 61-31、２０ページ【資料４】参照）は、原則、道路状

の空地として計画してください。また、将来の円滑な用地買収のため、以下ア～ウについて

区及び公社と事前調整を行ってください。なお、上記の補助第１３８号線に係る事業スケジ

ュールは、あくまでも現時点での予定であり、今後変更となる可能性があります。その他、

補助第１３８号線の沿道は、道路の事業化に伴い、延焼遮断帯形成のため都市計画の変更を

行う予定です。貸付地においては、予定される都市計画変更について区所管課に調査した上

で、それらを踏まえた建築計画を行ってください。 
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ア 道路予定地内の整備内容：道路状の空地として計画してください。 

イ 上記アに係る費用 ：公社の積算額を上限として、公社が負担します。 

ウ 用地買収の時期 

② 都市計画道路補助第２５３号線 

貸付地の一部が、都市計画道路補助第２５３号線（以下「補助第２５３号線」という）の

計画線内に含まれます（事業化時期未定）。そのため、道路予定地内（西新井本町四丁目

61-32、２０ページ【資料４】参照）においては、原則、撤去困難な建築物を設置しない

等、都市計画事業の支障にならないよう配慮してください。 

（７）敷地条件 

① 貸付地内の仮設物、工作物（フェンス等）及び樹木等の一部を存置（22ページ【資料５】

敷地概要図を参照）のうえ、借受者に譲渡します。これらの維持管理については、借受者の責

任と負担において実施してください。 

② 貸付地は荒川浸水想定区域に指定されているため、浸水予防対策を考慮した施設計画を行っ

てください。また、足立区地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等には、避難

確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられています。これらの対応に要する費用等につ

いては、借受者の負担となります。 

③ 貸付地の周辺には区立公園や保育園等があるため、施設建設時や運営開始後の車両通行等の

安全対策を徹底してください。 

④ 貸付地については、前面道路に対して敷地内の地盤が高い状況です。地盤高さ等の変更を行

う際は、事前に公社と協議してください。なお、敷地の高低測量、土地造成及びその他の費用

（地盤調査等）については、借受者の負担となります。 

⑤ 貸付地南側の敷地境界において、隣地建物の一部（雨どい、屋根、出窓等）が最大で約360mm、

貸付地側へ越境しております。このことについて、公社及び隣地地権者間で覚書を締結してお

ります。借受者には、締結した覚書の内容に基づいて施設整備及び運営をしていただきます。 

⑥ 敷地境界は確定していますが、契約締結時に公社と借受者の双方の間で行う境界確認後に判

明した越境物への対応に要する費用等については、原則借受者の負担となります。 

⑦ 敷地内の上下水道・電気・ガス等インフラは借受者の責任と負担によって整備してください。 

⑧ 予定外の地中埋設物、土壌汚染等が判明した場合には、その取扱いについて公社と協議して

ください。 

 

２ 貸付条件等 

借受者は、以下の条件により公社と借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する定 

期借地権設定契約を締結していただきます。 

（１）貸付期間 

５０年 

（２）貸付開始時期 

施設整備費の補助内示後に、契約を締結し貸付けを開始します。 

（３） 貸付料 ： 月額 約 43万円（予定） 
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都の「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業」に準じ、土地価格が都内公示地価平均額

である１平方メートル当たり４０万円までは５０％減額とし、４０万円を超える部分は９０％減額

した金額です。 

なお、正式な貸付料は、土地賃貸借契約締結時点において、「Ⅱ2（4）貸付料の見直し」に記載

の算出方法に準じて決定します。 

（４）貸付料の見直し 

① 貸付料は、土地の引渡しの日から、原則として３年ごとに公社と借受者との協議の上で、改

定できることとします。 

なお、改定賃料は、賃料改定年の前年の総務省統計局発表による消費者物価指数の年平均と、

従前の賃料決定時の前年の総務省統計局発表による消費者物価指数の年平均の増減率により

算出するものとします。 

② ①にかかわらず、貸付料が土地価格の変動等により近隣の土地の貸付料と比較して著しく不

相応となった場合又は貸付対象施設に関する補助制度の変更等の状況の変化があった場合に

は、公社は貸付料を改定することがあります。 

③ 貸付地の都市計画道路の事業化により貸付面積が減少する場合は、公社と借受者との協議の

上で、都市計画道路部分を貸付地から除外し貸付料を改定する変更契約を締結していただく

予定です。 

（５）保証金 

貸付料の３０か月分（利息を付さないものとします。） 

なお、「Ⅱ2（4）貸付料の見直し」により、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸付料を

基に新たな保証金を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付していただきます。 

（６）支払方法 

① 保証金 

賃貸借契約期間の開始までに公社の指定する方法により、お支払いいただきます。 

② 貸付料 

公社の指定する方法により、四半期ごとに支払うものとします。貸付料の起算日は、契約に

より定めます。起算日が月の途中になった場合には、その月の貸付料は、日割り計算によって

算出します。 

（７）借地権の登記 

借地権の設定登記はできません。 

（８）用途の指定 

借受者は、当該貸付地を５ページ「Ⅲ 1 整備施設、事業内容等」に定める施設として使用しな

ければなりません。 

（９）転貸の禁止等 

貸付地を公社の承諾なく目的外に利用した場合、第三者に転貸した場合は、原状回復の上、返還

していただきます。なお、整備された建物についても、第三者への譲渡、交換又は貸付けを禁止し
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ます。 

（10）土地の返還 

土地賃貸借契約が解除された場合は、公社の指定する期日までに、また、貸付期間が満了した場

合は、貸付期間の満了日までに、借受者の責任及び負担により施設、設備等の撤去等を行い、当該

貸付地を原状に回復し、返還していただきます。 

（11）その他 

契約の解除その他の事項については、公社が定める契約書によります。 

 

Ⅲ 施設整備等について                                   

1 整備施設、事業内容等 

（１）必須事業 

① 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）：3ユニット、定員27名 

② 小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護 

 

（２）提案事業 

① 以下ア、イの事業を任意で提案することができます。 

興野町住宅は昭和３４年度に建設されており、既存住棟においては高齢者の入居比率が高

くなっております。一方、令和４年度に住棟の一部建替えを実施しており、建替後の住棟に

は新たにファミリー世帯の入居も増加していることから、多様な世帯が利用できるような施

設やサービスの整備が望まれます。 

これを踏まえ、興野町住宅の居住者等が利用できる以下ア、イについて、任意で提案して

頂くことができます（複数提案可）。なお、提案事業については審査の評価対象とします。 

ア 併設施設等 

地域のニーズ及び区の福祉計画等をふまえた併設施設等を提案してください。なお、17

ページ「別表１」に該当する事業以外の併設施設等については、当該部分について賃料減

額の対象とならない場合があります。 

 例） 

・高齢者の在宅生活を支援する介護保険事業等（認知症対応型通所介護、地域密着型通所

介護、訪問介護・看護等） 

・子育て世帯の支援等に資する事業 

・地域交流スペース 

・その他自由提案 

イ コミュニティ支援又は生活支援サービス等 

法人として提供可能なコミュニティ支援又は生活支援サービス等について、提案してく

ださい。なお、サービスの提供場所（上記ア 併設施設等の「地域交流スペース」や興野町

住宅内コミュニティサロンなど）についても、提案書に記載して下さい。 
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 例） 

・高齢者等の居場所や多世代の地域コミュニティづくりに資するサービス（誰でも食堂、

コミュニティカフェ 等） 

・高齢者の健康維持やフレイル予防、日常生活支援等に関するサービス（健康相談、介護

予防体操、低額な家事援助サービス 等） 

・子育て支援に資するサービス（子どもの居場所、学習支援等） 

② 提案要件 

併設施設等の提案にあたっては、以下の要件を満たすことが必要です。 

    ・借受者が施設整備及び運営を行うこと。 

・併設施設等の延床面積が、必須事業の延床面積を超えない規模とすること。 

    ・応募前に区または都の所管部署に事前相談を行うこと。 

 

2 施設整備に関する基本的事項 

  施設整備にあたっては、「Ⅱ１（５）～（７）」の記載事項及び、以下の項目を考慮してくださ

い。なお、施設整備にあたっては都、区及び公社と十分に協議してください。 

（1）遵守すべき法令等 

施設の整備については、以下の関係法令等を遵守していただきます。 

また、これに加えて、施設整備費補助制度等における補助審査基準に適合した内容とし、同補助

制度等に基づく補助金の交付を受けることを前提条件とします。（９ページ「Ⅳ 整備費補助事

業について」）。 

① 老人福祉法 

② 介護保険法 

③ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

④ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 

⑤ 認知症高齢者グループホーム整備事業審査要領（東京都） 

⑥ 認知症高齢者グループホーム施設整備審査基準（東京都） 

⑦ 足立区指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

⑧ 都市計画法 

⑨ 建築基準法 

⑩ 消防法 

⑪ 東京都建築安全条例 

⑫ 東京都福祉のまちづくり条例 

⑬ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 建築物バリアフリー条例 

⑭ 足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例 

⑮ 足立区環境整備基準・同細則 

⑯ 各地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

⑰ 足立区緑の保護育成条例 

⑱ 足立区景観条例 
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⑲ 足立区暴力団排除条例 

⑳ その他関係法令及び条例 

 

（2）整備条件 

  施設整備にあたっては、次の事項を考慮した施設計画としてください。 

① 興野町住宅の居住者及び近隣住民等に向けた地域福祉サービスの向上に資する計画としてく

ださい。 
② 入所者の良好な居住空間へ配慮した計画としてください（個室面積、共用部面積など）。 

③ 足立区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等を反映した計画としてください。 

④ 建物の外観は、周辺の住宅等の景観との調和を心掛けた外観としてください。 

⑤ 区では、地球温暖化対策を推進するため、「第三次足立区環境基本計画」を策定していま

す。今回の提案についても、太陽光発電や高効率機器の採用など、地球環境に配慮した施設

設備を計画してください。 

⑥ 送迎及び利用などによる車両を道路上に駐車し、又は停車させ、地域住民の通行を妨げるこ

とがないよう、貸付地に必要な駐車スペース及び駐輪スペースを確保してください。 

⑦ ２階以上の階層に居室又は宿泊室を設ける場合、各居室等に面したバルコニーを設置してく

ださい。また、バルコニーは原則として避難階段に接続したものとし、車いすでの通行も想

定して十分な幅（目安として有効９０ｃｍ以上）を確保してください。 

⑧ 認知症対応型共同生活介護については、以下を満たす計画として下さい。 

ア １事業所について３ユニットの整備とし、１ユニットに係る設備は、全てを同一の階に

設けること。 

イ １ユニットの利用者定員は９名とすること。 

ウ 居室面積（収納、トイレ等を除いた居室スペース部分）が実測での有効面積で内法７．

４３㎡以上であること。 

エ 夜勤職員を１ユニットにつき１人以上配置すること。なお、そのうち１人以上は、常勤

職員の配置が望ましい。 

オ 利用者用トイレを１ユニットにつき３ヵ所以上分散して配置すること。 

カ 居間・食堂は利用者及び介護従業者が一堂に会するのに十分な広さ（３㎡×（利用者＋

職員数））があること。    ※職員数は３とします。 

キ 二方向避難を確保すること。 

⑨ 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、以下を満たす計画と

して下さい。 

ア １事業所について宿泊定員は、通いサービスの利用定員の３分の１から９人までとしま

す。 

イ 居間、食堂の面積に宿泊室の面積を含めることはできません。 

ウ 居室面積（収納、トイレ等を除いた居室スペース部分）が、実測での有効面積で内法

７．４３㎡以上であること。 

エ 居間・食堂は、利用者及び介護従業者が一堂に会するのに十分な広さ（３㎡×通いサー

ビス利用者数）があること。 
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オ 二方向避難を確保すること。 

（3）地域住民への対応 

① 本公募による借受者として選定されるまでは、個別に地域住民に対する説明や調整等は行わ

ないでください。また、選定された後に住民説明会等を行う際も、公社と協議の上で実施し

てください。 

② 施設整備にあたっては、日影、騒音、視線、通行車両等の周辺の住環境に十分に配慮した計

画とし、次の事項については、近隣の住民に対し、十分な説明を行い誠実に対応してくださ

い。 

ア 建物の位置と大きさ 

イ 建物による日影の影響 

ウ 出入口の位置と構造 

エ 車両運行計画 

オ その他、近隣の住民などから要望のある事項  

③ 建設工事に伴う振動、騒音、安全等対策を十分に行ってください。次の事項については、近

隣住民に対し、事前の説明を丁寧に行うとともに適宜家屋調査を実施するなど、工事期間中

も苦情・要望があった際には迅速かつ丁寧に対応してください。 

ア 工事車両の搬出入経路 

イ 工事騒音や振動 

ウ その他、近隣の住民などから要望のある事項 

④ 敷地周辺道路は、近隣小学校等の通学路となっています。そのため、施設への送迎及び利用

などによる車両の通行にあたっては、地域住民を含め危険を伴わない車両動線及び運行計画

としてください。 

（4）入札手続き 

建築業者については、都が定める「老人福祉施設及び介護保険施設の整備費補助等に係る契約手

続基準」に準じて、都及び区と協議の上、入札を行ってください。また、入札及び契約は補助内示

後に行ってください。 

（5）着工及び開設時期 

本施設整備は、令和７年度の補助対象事業のため、同年度中に着工し、同年度に1%以上の出

来高を上げることが必要です。また、本施設については令和９年３月３１日までに開設してくだ

さい。 

 

3 施設運営に関する基本的事項 

以下の項目を施設運営の条件とします。なお、運営にあたっては、都及び区の指導に従ってくだ

さい。 

（1）事業実施期間 

貸付期間満了まで継続して事業を実施していただきます。 

（2）施設開設に向けた体制の確保等 

各所管行政などへの手続き等、開設準備を円滑に行うことのできる体制（必要な人員を含む）を

整えてください。また、施設で勤務する人員の確保にあたっては、施設開設時だけでなく、施設開
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設後も継続して安定した施設運営を行うために必要と見込まれる人員の確保策を講じてください。 

（3）利用者負担 

貸付料の減額や都の施設整備費補助等を反映し、居住費等の利用者負担の軽減に努めた設定とし

てください。 

また、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について（平

成１２年５月１日付老発第４７４号厚生省老人保健福祉局長通知）」に定める社会福祉法人による

利用者負担軽減制度を活用してください。（該当するサービス全て） 

また、認知症対応型共同生活介護の家賃設定については、 区内平均家賃 （補助金対象施設：

６５，４６０円（令和６年１月現在））を参考に設定し、 全室同一料金としてください。なお、入

居一時金の設定は認めません。 

（４）地域住民への対応 

施設の運営にあたっては、近隣住民に対して十分な説明を行い、要望などに対して、誠実に対応

してください。また、地元町会が行う町会活動へ積極的に参加・協力してください。日常的に地域

との交流を図り、近隣住民との友好関係を構築し、地域に開かれた運営を行うとともに、地域の

福祉向上に貢献できるような運営を行ってください。 

（５）福祉サービス第三者評価 

福祉サービス第三者評価を定期的に受審してください。 

（６）施設の名称 

施設の名称については、公社と協議していただきます。 

（７）事業所の指定 

介護保険法に基づく地域密着型サービス事業者及び介護予防地域密着型サービス事業者として、

区から指定を受けてください。 

（８）介護予防の実施 

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護については、それぞれ、介護予防認知症対

応型共同生活介護、介護予防型小規模多機能型居宅介護も併せて実施してください。 

（９）自主運営 

運営に関しては、介護報酬及び利用者の自己負担金による自主運営としてください。（運営に関

して区からの補助金は基本的にありません） 

（10）研修の実施 

職員の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や施設内の研修への参加の機会を計画的

に確保してください。 

 

Ⅳ 整備費補助事業について                                  

1 整備費補助 

整備費等の補助金の活用にあたっては、都及び区と補助協議を行っていただきます。 

令和６年度の補助予定額を以下別表１～２にお示ししますので、本公募の事業計画作成にあた

って参考としてください。また、補助協議においてかかる費用は借受者負担とします。   

（令和７年度以降の補助に関しては、補助単価や促進係数等は変更の可能性があります。） 
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別表１ 

サービスの種類 補助上限額 

認知症対応型 

共同生活介護 

都補助金相当額（施設整備費） 

（認知症高齢者グループホーム整備促進事業） 

事業者創設型(1 ﾕﾆｯﾄあたり) 

2,000万円＋物価調整額 1,675万円 

基金加算(1施設あたり) 

3,660万円×併設加算 1.05 

都補助金相当額（開設準備経費） 

（施設開設準備経費等支援事業） 

91万 4千円

×定員数 
開設前の６か月間に係る経費 

 ※ グループホームに小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護を併

設する場合は、併設加算（１施設あたり1,000万円）の対象になります。 

別表２ 

サービスの種類 補助上限額 

（看護）小規模多

機能型居宅介護 

都補助金相当額（施設整備費） 

（地域密着型サービス等整備補助事業） 
１施設あたり 3,660万円×併設加算 1.05 

都補助金相当額（開設準備経費） 

（施設開設準備経費等支援事業） 

91万 4千円×

宿泊定員数 
開設前の６か月間に係る経費 

 

（１）対象経費 

ア 施設整備費 

・施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費（これらと同等と認められる購入費含む） 

・工事事務費（工事施工のための直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費

の2.6％に相当する額を限度額とします。） 

    ※上記について、別の負担（補助）金等において補助対象とされる場合は除きます。 

イ 施設開設準備経費等 

・開設前の看護職員、介護職員等の雇い上げ経費 

・開設のための普及啓発経費 

・職員の募集経費 

・開設に当たっての周知・広報経費 

・開設準備事務経費 

・その他開設の準備に必要な経費 

（２）補助金に係る協議書類の提出 

この募集とは別に、補助金に係る協議書類の提出が必要となります。選定された事業者が

補助金を希望される場合は、補助金に係る協議書類一式を別途提出していただきます。（選

定された事業者には別途ご案内します。）なお、提出された協議書類につきましては、都が

別途指定する期日までに区から都へ提出させていただき、都の審査を経て補助の可否を決定

します。 

（３）その他 

事業者の決定にあたっては、補助金の交付を確約するものではありません。都の審査や予

算の状況によっては、決定事業者であっても補助できない場合があります。 
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Ⅴ 応募、審査について                               

1 公募、審査の流れ（予定） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募要項の公表（区ホームページによる） 

令和６年６月 21日（金） 

 

区による第一次審査（書類審査） 

令和６年１０月頃 

 

土地賃貸借契約締結 

令和７年度（各施設整備費補助内示後） 

区への応募書類提出期間 

令和６年 7月２9日（月）～令和６年 8月 30日（金） 

 

 

公社による事業者選定審査会、借受者の決定 

令和６年１２月～令和７年１月頃 

 

建設工事 

本施設の開設 

令和９年３月までを予定 

質問の受付 

公募要項の公開～令和６年７月 12日（金）午後５時 

 

 

 

区による第二次審査（ヒアリング） 

令和６年１１月頃 

 

各補助協議 

令和７年度（Ⅳ 整備費補助事業について） 

区から公社へ応募者に関する意見書を提出 
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2 応募資格 

以下（１）～（３）の要件を全て満たすことが必要です。なお、同一の法人が本公募に複数の提

案を行うことはできません。 

（１）事業者について、次の①～⑦のいずれかに該当すること。 

① 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

② 医療法第３９条に規定する医療法人 

③ 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人 

④ 一般社団法人及び一般財団法人 

⑤ 農業協同組合法に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに 

    消費者生活協同組合法に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 

⑥ 会社法第２条第１号に規定する会社 

⑦ 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合 

 

（２）運営実績・財務状況について、次の①～④を全て満たすこと。 

① 現に介護保険サービス事業を運営し、かつ認知症高齢者グループホームの運営実績があるこ

と。 

② 当該事業に経験を持つ職員を配置するなど開設までに職員育成を確実に行う予定があること

など、事業を円滑に実施する能力があること。 

③ 原則として、過去３期連続して営業活動に基づく黒字が出ていること。 

ただし、特別損失等の一時的な事由による赤字の場合は、赤字の原因と黒字への転換計画を審

査において確認します。なお、通常の営業活動（社会福祉事業又は介護保険事業に関するもの

は除く）に基づく赤字は、一時的な事由とは認められません。 

 過去３期のうち２期に営業活動に基づく赤字が出ている場合は認められません。 

④ 法人及び提案事業の長期的に安定した運営が見込めること。 

ア 応募時において、事業開始当初の運営資金が確保されていること。 

年間事業費（予算額）の１２分の３以上＋法人事務費（１００万円以上）を自己資金で確

保していること（金融機関からの借入金は認められません。）。 

   イ 応募時において、債務超過でないこと。さらに、社会福祉法人においては、現状及び整備

計画による負債総額が資産総額の２分の１を超えていないこと。 

 

（３）その他 

① 既設の施設において、都道府県又は区市町村が実施した直近の指導検査等において指摘事項

がない、又は改善済みであること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

③ 応募申し込み日現在において、公社及び国、都、区から指名停止、業務停止等の処分を受けて

いないこと。 

④ 都が定めた直近の「認知症高齢者グループホーム整備事業審査要領」等の補助金申請に係る

審査基準を満たすこと。 
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⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第 2条に規定す

る暴力団若しくは暴力団員又はこれらの利益となる活動を行う団体ではないこと。 

⑥ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第８条第

２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属し又は関与していないこと。 

 

３ 応募手続き 

（１）応募書類の受付日時（閉庁日を除く） 

令和６年 7月 29日（月）から令和６年８月 30日（金）まで 

午前９時００分から午後４時３０分まで（正午から午後１時を除く） 

※提出に際しては、来庁予定日の１週間前までに電話で予約の上、来庁願います。 

 

（２）提出場所 

    足立区中央本町１－１７－１ 足立区役所北館１階 

    足立区 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係 

    ℡：03-3880-5727   FAX：03-3880-5621 

 

（３）応募書類一覧 

    応募書類一覧及び各書類の様式は区ホームページよりダウンロードしてください。 

 

（４）提出部数 

① 正本  ・・・２部 

② 副本  ・・・２０部 

※ 副本２０部は、応募者が特定される箇所（法人名、事業所名、個人情報、印影等）を全て

マスキング（塗りつぶし）して提出ください。 

 

（５）著作権の帰属等 

    応募書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、公社及び区は事業者の公表等、必要な

場合には応募書類等の内容を無償で使用できるものとします。 

 

（６）情報の公開 

提案事業者の提案内容については、個人情報を除いて公開することがあります。なお、提案

事業者等の利益を明らかに損なうと認められる事項は、非開示情報とすることがあります。 

 

（７）応募書類の変更 

    応募書類の提出以降、応募者の都合による応募書類の変更は認めません。 

 

（８）費用の負担 

応募に関して要する費用については、応募者の負担となります。 
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（９）その他 

  ① 追加書類の提出 

    公社及び区が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

  ② 使用言語及び単位 

    提出書類における言語は日本語、単位はメートル法を使用することとします。 

 

４ 質問及び回答 

（１）質問の方法 

この要項に関する質問につきましては、23ページ【資料6】質問票に記入のうえＦＡＸで

送信してください。質問の受付はＦＡＸでのみ受け付けます。電話等での問合せには応じら

れません。 

    また、質問は事業運営を予定している事業者のみとし、設計会社、コンサルタント会社等

からの質問には、一切応じられませんので、ご留意ください。 

    なお、送信後は受信確認のため、区の担当者あてに電話にて確認をお願いします。 

 

○送付先及び電話確認先 

    ＦＡＸ ０３（３８８０）５６２１ 

    電 話 ０３（３８８０）５７２７  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

                     （土曜日・日曜日・祝日を除く） 

    足立区福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係 あて 

 

（２）受付期間 

    公募要項の公開から令和６年７月 12日（金）午後５時まで 

 

（３）質問票の記載について 

  ① 質問票は質問事項１件ごとに作成してください。（１枚の質問票に複数の質問事項を記載

しないようにしてください。） 

  ② 質問提出後、質問内容に関し、確認をさせていただく場合がありますので、区あて送付し

た質問票の控えを保管しておいてください。 

 

（４）質問の回答について 

提出いただいた質問の回答については、取りまとめのうえ令和６年７月22日（月）を目途

に、全ての質問回答書を区ホームページに掲載します（質問を行った方に対する個別回答は

行いません。）。 

※ 質問回答書は、本要項と一体のものとして、本要項と同等の効力を有するものとしま

す。 
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５ 借受者の決定方法 

（1）借受者の決定方法 

  区においては、第一次審査（書類審査）及び第二次審査（ヒアリング）を行い、区としての応募

者に関する意見書を公社へ提出します。公社においては、区からの意見書を踏まえ、公社用地利用

事業者選定審査会を行い、借受者を決定します。 

  ※第一次審査において、税理士による財務審査（最適合～不適合の３段階評価）の結果、総合評

価が不適合又は区の定める基準点に満たない事業者は第一次審査で失格となります。 

  ※審査の結果、借受者なしとする場合があります。 

  ※公社または区が必要と認める場合は、応募事業者の既設運営施設の実地調査を実施することが

あります。調査時期については、10～11月頃を目途に、別途調整させていただきます。 

（2）審査事項 

No. 審査項目 主な評価項目 

■第一次審査（区） 

1 組織の安定性 
財務状況、介護保険事業の運営実績、監査・指導状

況 

2 運営の安定性 
職員確保、職員体制、職員定着支援、ワーク・ライ

フ・バランス、職員研修、人材育成 

3 事業計画の内容 

事業計画・方針、サービス提供の方針、地域貢献・

地域活性化、サービス向上、事業スケジュール、資

金計画、施設計画、都市計画 

4 区内経済活性化 区内における法人活動拠点の有無 

■第二次審査（区） 

1 法人の財務状況・資金計画等 法人の財務状況、資金計画の妥当性 

2 法人の理念、施設整備・事業計画 
経営理念・熱意、サービス提供の理念・方針、施設

設計、事業計画 

3 介護保険事業の運営実績 同種・類似事業の運営実績 

4 施設の管理運営体制 

利用者サービス、虐待防止・事故対応・苦情対応、

衛生管理、災害対策・緊急対応、個人情報の取扱

い、職員体制、職員定着支援・人材育成 

5 地域との関係づくり 
地域との連携・地域貢献、地域関係機関との連携方

針 

６ 提案事業 
提案内容の公共公益施設地区における妥当性及び実

現性 

■公社による審査 ： 区からの意見書を踏まえ審査会を実施し、借受者を決定します。 
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（3）審査結果の通知 

  審査の結果は、令和７年１月以降に文書で通知する予定です。 

 

（4）借受者の公表 

応募の状況、借受者として決定した事業者名及びその提案内容の概要については、公社及び区ホ

ームページで公表します。 

借受者として決定した事業者以外の応募者名、応募内容等は公表いたしません。 

 

（5）覚書の締結 

借受者決定後、提案された事業を確実に実施していただくために、公社と借受者との間で覚書を

締結します。 

 

（6）応募資格の取消 

公募要項の応募資格に示す要件を欠いた場合や応募書類に虚偽の記載が確認された場合は応募

資格を取り消すことがあります。 

 

（7）借受者の取消等 

  借受者の決定後、公募要項の応募資格に示す要件を欠いた場合や応募書類に虚偽の記載が確認さ

れた場合は決定を取り消すことがあります。 

また、応募書類に虚偽の記載をするなど信頼関係を損なう行為が確認された場合や借受者決定後

に自己都合により辞退する場合などは、違約金を請求することがあります。 
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Ⅵ 資料集                                      

【資料１】「公社用地活用による地域の福祉インフラ整備事業の対象となる地域の福祉インフラ及

び貸付対象事業者について」（別表１） 

種 別 主な根拠規定 

老人デイサービスセンター  老人福祉法第20条の２の２  

老人短期入所施設  老人福祉法第20条の３  

養護老人ホーム  老人福祉法第20条の４  

特別養護老人ホーム  老人福祉法第20条の５  

軽費老人ホーム  老人福祉法第20条の６  

老人福祉センター  老人福祉法第20条の７  

老人介護支援センター  老人福祉法第20条の７の２第１項  

有料老人ホーム  老人福祉法第29条第１項  

介護老人保健施設  介護保険法第８条第28項  

介護医療院 介護保険法第８条第29項 

居宅サービス事業※１を行う事業所  介護保険法第70条第１項  

地域密着型サービス事業※２を行う事業所  介護保険法第78条の２第１項  

居宅介護支援事業を行う事業所  介護保険法第79条第１項  

介護予防サービス事業※３を行う事業所  介護保険法第115条の２第１項  

地域密着型介護予防サービス事業※４を行う事業所  介護保険法第115条の12第１項  

介護予防支援事業を行う事業所  介護保険法第115条の22第１項  

地域包括支援センター  介護保険法第115条の46第１項  

地域支援事業（第１号事業）を行う事業所 介護保険法第115条の45の５第１項 

事業所内保育事業を行う施設 児童福祉法第６条の３第12項 

※１ 居宅サービス事業とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介

護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を行う事業をいう。 

※２ 地域密着型サービス事業とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介

護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護及び複合型サービスを行う事業をいう。 

※３ 介護予防サービス事業とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リ

ハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防

短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防

福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。  

※４ 地域密着型介護予防サービス事業とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多

機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業をいう。 
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【資料２】現地案内図 

 

地  番：東京都足立区西新井本町四丁目６１ 

 交  通：日暮里・舎人ライナー「江北」駅徒歩 1４分 
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【資料３】事業概要 

・概要：敷地全体を建替えエリア及び長期活用エリアに分けて団地再生事業を推進 

⇒建替えエリアにおいて、令和４年９月にカーメスト興野町（１棟128戸）が竣工済み 

・住所：東京都足立区西新井本町４－１７ほか 

・敷地面積：41,381.69㎡ 

・管理戸数：長期活用エリア 560戸（20棟）、建替えエリア 128戸（1棟） 

・用途地域：第一種中高層住居専用地域 

・地区計画：興野周辺地区地区計画（平成31年3月都市計画決定） 

      ⇒貸付地は「公共公益施設地区」に指定 

・その他：貸付地の一部が、都市計画道路補助第１３８号線及び２５３号線の計画線内に含まれる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画道路 

（補助第 253号線） 

カーメスト興野町 

（新築住棟） 

長期活用エリア 

興野町いちょう公園 

貸付地 1971.36㎡ 

建替えエリア 

興野町住宅（既存住棟） 

（うち都計道予定地 428.01㎡） 

都市計画道路 

（補助第 253号線） 
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【資料４】地積測量図 1/2 
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【資料４】地積測量図 2/2 
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【資料５】敷地概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※貸付地については、前面道路に対して敷地内の地盤が高い状況です。敷地の高低測量、土地造成及びその他の費

用（地盤調査等）については、借受者の負担となります。 

※現在、貸付地は、隣接する興野保育園の建替え工事（～Ｒ７年３月頃）に伴う資材搬出入路等として利用中です。

本事業の土地賃貸借契約締結時においては、保育園工事完了後の現況引渡しとなることをご理解下さい。 

 

高さの基準点は「公共水準点 足(19) TP=+0.6226m を使用」 
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【資料６】 

足立区介護保険課 介護事業者支援係 行 （FAX：03-3880-5621） 

 

令和   年   月   日 

 

募集内容・募集条件に対する質問票 

「公社用地活用による地域の福祉インフラ整備事業」について、次のとおり質問を提出します。 

 

法人名  

所在地  

部 署  

質問者氏名  

連絡先 
電 話： 

ＦＡＸ： 

 

質問事項（タイトル）  

公募要項での対応部分 
ページ： 

該当箇所：   行目～   行目 

 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問票の受付期間：令和６年７月１２日（金） 午後５時まで 


